
　作成日　2024/04/01
掲載期間2024/04/01～2025/03/31

２０２４年度　休日相談窓口開設のお知らせ

■　市税等の納付については、「口座振替」、「金融機関等窓口」のほか「コンビニ」や「スマホ」でも納付がで

きます（納付書１枚あたり３０万円を超えるものを除く）。またeL-QR(二次元コード)が印字された納付書では

「地方税お支払いサイト」からクレジットカード（手数料利用者負担）、インターネットバンキングなどでの支払

い方法が選べます。

曜日や時間を気にせず、２４時間いつでもどこでも納付ができますので、

ぜひご利用ください。

ただし、納付期限を過ぎると、「コンビニ」や「スマホ」からは納付できませんので、ご注意ください。

　収税課では、毎月1回（日程は下記のとおりです。）休日相談窓口を開設しています。

平日お忙しい方は、ぜひご利用ください。

なお、納税証明書等の発行はできませんので、あらかじめご了承ください。

開設時間は９：００～１２：００です。

　　　　２０２４年 　　　　２０２４年 　　　　２０２４年

　　　　２０２４年 　　　　２０２４年 　　　　２０２４年

４月２８日（日） ５月２６日（日） ６月３０日（日）
9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00

７月２８日（日） ８月２５日（日） ９月２９日（日）
9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00

１月２６日（日） ２月２３日（日） ３月２３日（日）
9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00

　　　　２０２５年 　　　　２０２５年 　　　　２０２５年

9:00～12:00 9:00～12:00 9:00～12:00

　　　　２０２４年 　　　　２０２４年 　　　　２０２４年

１０月２７日（日） １１月２４日（日） １２月２２日（日）

地方税お支払サイトはこちら

橿原市役所　収税課　（分庁舎３F）
TEL 0744-22-4001

(直通) 0744-47-2636


